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昭和５７年度第９回研究会（１１月５日）

　〉テーマ　生成理論の基本的仮説について

　　報告者　三宅正隆氏

　　報告要旨

１． 生成文法理論の究極の目標は，母国語話著の持つ「言語能力（１ｉｎｇ・ｉｓｔｉｃ　ｃｏｍｐｅｔｅ・ｃ・）」

の解明にあるが，その目標達成にあた っては次の２つの間に答えることが下位目標，つ

まり当而の研究課題である 。まず第１には，ｒ母国語話者が藺得し内蔵している母国語

を白由にあやつれる言語知識とは一体どのようなものであるのか」，第２にはｒこのよ

うな言語知識をどのようにして習得することができるのか」というものである 。ここで

「言語知識」とは理想的な話者 ・聴者（すなわち記憶の限界とか ，運用の際の言いまち

カミい等に左右されたい話者 ・聴者）の持つ母国語についての直感 ・判断のことをいう 。

母国語に対する直感 ・判断とは，例えぽ，母国語か否かの判断や文法性に関するもの ，

多義性 ・同義性等に関するもの箏である（これは必ずしもそれを内蔵している話者 ・聴

者が白覚しているとは限らない）。従 って言語学の目標は，まず第１には母国語話者の

言語直感一言い換えれぱこれは各個別言語の文法，を記述することにある 。この場合 ，

生成文法理論の大きな特色としてあげられるのは文法記述におげる秒式化された人工言

語の使用及び公理系化である 。この点はしぱしぱ他分野の人々の批判の対象にされるが ，

この点こそある意味では生成文法理論のかためでもあるといえる。以下簡単ではあるが

この点について明らかにしたい 。

　生成文法におげる言語理論は大きく ，（ａ）各個別言語の文法記述と（ｂ）自然言語すべてに

ついて成り立つもの一いいかえれぱ，人問言語を他のものから区別するもの ，の記述に

分けられる 。前者は一般に個別文法，後老は一般文法理論（普遍文法）と呼ぱれる 。一般

言語理論とは一言でいえぼ ，各個別文法の記述の仕方を規定するものであり ，具体的に

は文法の形式や記述に用いる人工言語（Ｓ，ＮＰ，＃ ，→等）やその適用方法に関する陳述か

ら成る 。もちろん言語学は経験科学の一分野であり ，このような一般言語理論自体アプ

リオリに設定されるわげではたく ，実際には各個別言語の研究を通しておこたわたけれ

ぼならたい。従 って（ａ）と（ｂ）の関係は一方が他方を一方的に規定又は依存するという関係
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ではなく ，一般言語理論は各個別言語の記述彩式を規定するが，その記述彩式自体は ，

各個別文法を経験的に検証することによっ て証明されるという ，いわぱ相互に規定し合

うという関係にある 。このように一般言語理論が個別文法記述において使用される記述

彩式を定めるという意味は，結局のところ自然言語の「可能た文法」を定義することで

ある（この意味で普遍文法理論とも呼ぱれる）。一方この際ｒ可能た文法」をできる限り狭

く定義できるよう ，各規則類の種類及び，その適用に関する条件，制限の設定が研究の

大きた比重を占める 。

　このようた一般言語理論は理論体系として考えてみた場合，公理体系化された陳述体

系といえる 。つまり原始語や数個の公理と推論挽則を定めたものであるからである。た

だし注意する必要があるのは，先にも述べたように，このようた一般言語理論はアプリ

オリに決定されるのではなく ，あくまで各個別言語の研究を通して経験的に決定される

という点である 。このように考えれば，生成文法理論が一般科学理論としての条件を十

分備えた理論体系であることは明らかであるが，さらに重要なことは，この一般言語理

論が言語習得の間題　つまり先に述へた第２の問と結ひつげて考えられる点である 。

　言語習得に関して説明の対象とされる現象 ・事実としては，子供は母国語を何ら特別

の学習もせずに非常に短期問のうちに習得する事実，又その際使用する言語資料白体限

られたものである上必ずしも等質のものでもないのに皆同じ文法を習得する事実等があ

げられる 。人問の自然言語を説明する理論はこのような言語習得に関する事実も十分に

説明するものでなけれぱならない 。

　生成文法理論は言語習得に関し次のような仮説をたてる 。つまり ，子供が文法を習得

する場合，白紙の状態から経験を通して個々の文を記憶，学習するのではたく（何故た

ら文法を習得してしまえぱ，無限の文を作り出Ｌたり又理解できるし ，まっ たく聞いた

ことのない新しい文を作 ったり理解できるから） ，生まれたがらある特定の文法を習得

するように生物学的に決定されている ，と考えるわげである 。このような生得的言語能

力という考え方はいままでからもなか ったわげではたいが，生成文法理論におげる著し

い特徴は，そのｒ生得的たもの」の内容を明示的に示そうとする点にある。実際にはこ

れは，生物学的に定められた言語習得能力とは先に述へた一般言語理論にほかたらない

という仮説をたてることで達成される。先に一般言語理論は自然言語のｒ可能た文法」

を定義するものと述へたが，結局それが言語習得機構の一部として生物学的にあらかじ

め備わ っているという仮説に立つわけである 。従 って ，子供は第１次言語資料が与えら
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れれぱ，非常に短期間で成人のもつ文法にまで達することができるわけである 。その過

程では，例えぼ「可能た文法」が複数個ある時，最も適当た文法を選び出せる能力も仮

定され，これは一般言語理論の中では「文法の評価尺度」として重要た研究課題の１つ

とな っている 。又この条件を満たす言語理論はｒ説明的に妥当な文法理論」として言語

理論の最終達成目標とＬて考えられている 。

　このように生成文法理論におげる形式化の問題は，単にそれが記述の厳密化，明示化

にとどまらず，生成文法理論自体の目標，又それを達成するための基本的仮説と深く関

連しているわけで，批判や反論にしてもこの点をふまえたい限り議論にはならないわげ

である 。次に ，このｒ彩式化」の問題を少し異た った角度からみてみることにする 。

２．一般科学理論におげる現象の陳述文の形式化の問題と関連づけた場合，生成文法理

論におけるさまざまた記号やそれらを結合するための記号 ・規約の妥当性はどのように

正当化しうるであろうか。１つには説明力の間題がある 。例えぼ ，ある現象に関してそ

それを説明する陳述文があり ，それを形式，記号化した場合，もし両者の説明力が同等

であるとするたら ，この形式化は文字通り現象陳述文の翻訳でしかあり得ず，それ以上

の価値を持つものではない。生成文法理論における形式化の意義は１で述べた点にある

わけであるが，特に音韻論におげる形式化は評価尺度の問題とも関連していろんな点で

興味深い。以下ｒ形式化」について ，説明力の間題とからめて ，英語の強勢規則を例

に， 簡単にみてみたい 。

　次の（１）は英語の名詞の３音節語の強勢の例である 。

　　（１）（ａ）Ａｍ６ｒｉｃａ　　　　　（ｂ）ｈｏｒｉｚｏｎ　　　　　（ｃ）ａｇ６ｎｄａ　　　　（ｄ）Ｔｅｎｎｅｓｓ台ｅ

　　　　ｃｍｅｍａ　　　　　　　ａｒ６ｍａ　　　　　　　ｕｔ６ｎｓｉ１　　　　　 ｓｕｐｒ６ｍｅ

　　　　三ｓｔｅｒｉｓｋ　　　　　　 ａｒ６ｎａ　　　　　　　ａｍ会１ｇａｍ　　　　　ｄｉｖｉｎｅ

　（ａ）は後ろから数えて３番口の母音に ，（ｂ） ，（ｃ）は２番目 ，（ｄ）は最後の母音に強勢が置か

れる 。これらを説明するために，英語では母音にはり母音（ｔｅ・ｓｅ　ｖｏｗｅ１ｓ）とゆるみ母音

（１ａｘ　ｖｏｗｅ１ｓ）の区別が有効である 。この区別を用いると（１）は次のように説明できる 。

　　（２）

　　　 ａ． もし最後の母音カミゆるみ母音で ，その１つ前の母音もゆるみ母音で ，しかも

　　　　　その間に子音が２つ以上ない場合，碗勢は最後から３番□の母音に航かれゐ

　　　　　（例 ａ）。

　　　ｂ ．もし最後の母音がゆるみ母音で，その１つ前の母音がはり母音か（例ｂ） ，又

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４１）
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　　　　はゆるみ母音で２つ以上の子音が後続する場合（例 ｃ） ，強勢はその母音

　　　　　（後ろから２番目）に置かれる 。

　　　ｃ． 最後の母音がはり母音の場合は，その母音に強勢が置かれる（例ｄ）。

　これら（ａ） ，（ｂ） ，（ｃ）は上の強勢現象を説明する適切な陳述文であるが，これらはよく知

られた方法を用いて形式化すると次の（３）のような規則として表わせる 。

　　（３）

　　　　　　　　　　　　　　　　 一ｔｅｎＳｅ　　　　－ｔｅｎＳｅ

　　　　・Ｖ→／１・ｔ・…〕／Ｃ・Ｖ　Ｃｌ　ｖ　Ｃ・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一ｔｅｎＳｅ

　　　　ｂ ．　　　　　　／　　　　Ｃｏ　　　Ｃ。

　　　　　　　　　　　　　十ｔｅｎｓｅＶ〃

　　　　　　　　　　　　　　　　 一ｔｅｎＳｅ

　　　　　　　　　　　　／一Ｃ．　　　Ｃｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｖ　　　 〃

　　　　 ｃ．　　　　　　／　　　　Ｃｏ

　　　　　　　　　　　　　＋ｔｅｎＳｅ　　 〃

しかしながら英語の強勢（１ｓｔｒｅｓｓ）は語中に一ヶ所だげ置かれるので後ろから３番目

の音節に強勢がなげれぱ２番目に，それ以外は最後に，というように条件を考えていげ

ぱ（２）はもっと簡単にたる 。これは例えぱ，「それ以外の時は」とい った概念を用いるこ

とにより可能とたる。従 って（２）は次の（４）のように述べることができる
。

　　　（４）

　　　　（ａ）もし最後の母音がゆるみ母音でその１つ前の母音もゆるみ母音で，しかも

　　　　　その問に子音が２つ以上たい場合，強勢は最後から３番目の母音に置かれる 。

　　　　（ｂ）それ以外の場合には，最後の母音がゆるみ母音であれぱ最後から２番目の

　　　　　母音に強勢が置かれる 。

　　　　（Ｃ）それ以外の場合には，強勢は最後の母音に置かれる 。

　　 これを規。則で書けぱ次の（５）のようになる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　 一ｔｅｎＳｅ　　　　－ｔｅｎＳｅ

　　　（５）・ ・Ｖ→／１・ｔ・…〕／Ｃ・ｖ　Ｃ１ｖ　Ｃ・。

　　　　
・　　 …　

一ｔデｓｅ・
・１皿

　　　　 ｃ　　　　　　／一Ｃｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　皿

ここで問題となるのは「それ以外の場合には」という条件を彩式的にはどのような形で

表わせるかであるが，これは規則の適刷頂序と ，ある規則が適用されればそれ以外の規

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４２）
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則は適用できたいという２つの条件を定めることで解決できる 。つまり（ａ） ，（ｂ） ，（ｃ）の規

則はこの順序で適用され，しかも１つ適用されれぽ，たとえ適用条件を満たしていても

それ以外の規則は適用できたいというものである 。これによっ て， １語に２つ以上の強

勢が置かれるこはなく ，しかもより簡潔な＝観則を得ることができる 。これぱ各次観則適

用に関する線形順序と排反的順序と呼ぼれるものである 。他方（５）の規則をみると（ｃ）の環

境は（ｂ）の環境に合まれ ，又（ｂ）の環境は（ａ）のそれに含まれる ，という関係にあることがわ

かる 。従 ってここで共通部分を（）でくくることにより簡潔化する方法を用いれぼ（５）

（よ次の（６）のように書き庖すことができる
。

　　　（・）・一／・・ｔ・…〕・・（（一 甲ｓｅ・１）一甲ｓｅ ・）亙

　規則（６）は同じ内容を表わすたら今までみた規則のうちで最も簡潔た規則であるといえ

（記号数において） ，先にふれた文法評価の間題からすれば最も価値の高い規則といえ

る。 従っ て， もし同じ現象を説明する規則があるなら（）を用いた規則の方がそうで

ない規則よりすぐれた規則であるという評価規準を設定できる 。又ここで重要なこと

は， （）が先に述べたｒそれ以外の場合には」という条件をにた っているということ

である 。いいかえれぼ ，（）を使った規則（式彩）においては，適用順序に関して互い

に排反的順序をなすという経験的仮説を含むことになる。従 って ，（）は挽則の内容

にかかわる共通性と形式面にかかわる共通性を結びつけ ，さらに文法評価の尺度として

ｒ簡潔性」を設定することによっ て成立しているので，その妥当性は経験的検江によら

れなければならない。反証のでない限り ，これは一般言語理論の一部をなすと考えられ

る。

　さてここでｒ形式化」と説明力という間題を考えてみると ，観則（６）は３音節から成る

語のみを資料として得られた規則であるが，これはそのまま２音節語についてもあては

まる規則であることがわかる 。しかも（２）や（３）では ，２音節語に関して ，最後の母音がゆ

るみ母音で ，その１つ前の母音もゆるみ母音でしかもその問に子音が２個以上こたい場

合については何もい っていたいが，規則（５）（６）ではこの場合も自動的に説明できる 。つま

り， ある限られた資料に基づいて得られた規則がある種の形式化を通して非常に一般的

た規則として ，それ以外の現象に関しても有効的である 。この意味で（７）は非常に価値の

ある形式化といえる。実際強勢規則１つ例にとっ てみてもこのような例は他にも数多く

見られる 。例えぽ，複合語に関する強勢規則が言吾レベルの強勢現象を説明するのに有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４３）
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である場合や ，一見（６）の規則の例外と思えるものが ，他の条件や観則を加えることで基

本的には（６）の規則で説明できる場合等である 。

　このように生成文法理論ではｒ形式化」が単に記述の厳密性や明示性を目的とするだ

げでなく ，これには非常に深い意味があり ，又個々の形式化に関してはすべて経験的検

証の対象である点他の科学理論と異たるので注意を要する 。

昭和５７年度第１０回研究会（１１月１２日）

〉テーマ　アメリカ自動車労働者の生活と失業者運動（１９２０－３５年）

　　　　　　全米自動車労組（ＵＡＷ）成立の杜会的背景

報告者　佐藤卓利氏

報告内容は本誌研究の項に掲載

昭和５７年度箪１１回研究会（１２月３日）

　〉テーマ　戸坂潤の目本 ファシズム 論について

　　報告者　後藤　靖氏

　　報告要旨

１． 最近，目本 ファシズムにかんする研究がようやく本格的な研究の段階に入ってきた 。

ここで「本格的な」というのは，目本のファシズムを思想や運動あるいはその杜会的背

景とい った諸側面でのアプ ローチから全機構的た分析が進められはじめたということを

意味している 。ファシズムは，「資本主義的諸関係の不安定性，階級から脱落した多数

の杜会的分子の存在，都市小ブ ノレジ ョアジーとイソテリゲソチャの広範な層の貧困化 ，

農村小ブ ノレジ ヨアジーの不満，最後にプ ロレタリアートの大衆行動の脅威」という帝国

主義の諸矛盾の特殊な発現を歴史的前提としており ，この諸矛盾を打破してｒ自己の権

力をい っそう安定させて ，それを強固た ，恒久的たものとする」ための「金融資本のも

っとも排外主義的，もっとも帝国主義的な分子の公然たるテ ロ独裁」（１９２８年９月ユ目ｒ共

産主義 ・イソタナシヨ ナル綱領）である 。ファシズムがいまい ったようた内容をもつ独占

ブルジ ョアジーの公然たる独裁というブルジ ョア国家形態の一つであるとするならぱ ，

ファシズム研究の課題は，なぜこのような国家形態が生まれたのか，そしてそれはどの

ようた国家の組織体制（レジーム）と正統性原理（因家イデォ ロギー）を通して政治的 ・経

済的 ・思想的 ・道徳的支配を行 ったのか，そのたかでどのように新たな階級矛盾や対外

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４４）
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矛活が拡大再生産されてい ったのかを ，全面的に呪らかにしたけれぼならたいところに

ある 。最近の研究は，ようやくこの段階に入りはじめたとい ってよかろう 。

　だが，最近の研究動向のなかで甚だ疑問に思われるのは，次の二つの点である 。

　その第１は，デ ィミトロフやトリア ッティ あるいはパーム ・ダ ットなどのファシズム

についての古典的規定一ｒファシズムの権力掌握は，一つのブルジ ヨァ政府と他のブ

ノレジ ョァ政府との普通の交代ではたく ，ブルジ ョァジーの階級的支配の一因家形態であ

るフノレノヨ ア民主主義政府と ，いま一つの国家形態である公然たるテ ロ独裁との交替て

ある」一を全く鵜含みにして目本 ファシズム 体制論を展開しようとしていることであ

る。 ディミトロフらのこの規定を字義通りに解喧ば ，ファシズムという国家形態はその

歴史的前提としてブ ノレジ ョア民主主義的国家形態が，したが ってまたブ ノレジ ョア的因家

類型そのものが存在したけれぱならないということにたろう 。だが，このように解する

ことだけが果してデ ィミトロフらの真意に副うたものであろうか。私はそうは考えない 。

ディミトロフらは，帝国主義国家一般カミファシズムたのではたく ，公然たるテ ロ独裁形

態をとる帝国主義がファシズム 国家であることを強調しているものと解すべきである 。

そう理解すると ，日本 ファシズム研究をリードしている木坂順一郎氏や安部博純氏のよ

うに ，日本のファシズム 体制の存在を認めるために大目本帝国憲法の制定を起点として

目本はブ ノレジ ョァ的立憲国家にな ったと強弁する必要はなくなるはずである 。私が従前

から主張しているように ，１９２０年代に「上からの革命」（これを今目では，私はポナパルテ

ィズム 化とした方がよいと考えている）が進行し ，それが１９３７年の目中戦争の全面開始（７月）

・国民精神総動員実施要綱決定（８月）で成立する目本 ファッズム 体制にょっ て完了する

（ボナパルティズムとしてではなく ，ファシズムという新しい彩態と内容をもっ たものとして）と

とらえても ，日本 ファシズムは十分に説明できるし ，またその方が事実に整合すると思

われる（これらの理論的 ・実証的分析は後の機会に行う予定である）。

　第２に，最近の日本 ファツズム研究者達の問では，なぜ戸坂潤がかえりみられないだ

ろうかということである 。彼は，美濃部達吉のいわゆる天皇機関説が議会で間題となり ，

天皇機関説は国体に反すという政府の国体明徴の声明（１９３５年）に抗して日本のファシズ

ムの特質を『唯物論研究』その他の諸雑誌に精力的に発表し ，山田盛太郎，平野義太郎

ら講座派学者たちの検挙 ＝コム ・アカデミー事件（１９３６年７月）や山川均 ・加藤勘十ら４００

名が検挙された人民戦線事件（１９３７年１２月）が継起するなかで身の危険をおかしながらも

口本 ファシズム を告発しつづけてきた。彼の目本 ファシズムにかんする数多くの論稿は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４５）
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論文というよりは評論風のものであり ，体系的な分析ではけ っしてない。しかしながら ・

その一つ一つの論稿は彼のｒイデオ ロギー論」を根底にした論理がつらぬいているばか

りでなく ，彼が取り上げたテーマはイデオ ロギーの分野ぱかりでなく ，政府 ・官僚機構，

軍都，財政，農村問題という多面にわた っており ，それはまさに一個の目本 ファシズム

体制論とさえな っている 。最近の研究動向の特徴が，目本 ファシズムを個別的側面から

ではなくまさに全機構的分析にあるとい ったが，私からみれぱこの研究方法はすでに戸

坂が先鞭をつけているとさえ思われる 。にもかかわらず戸坂は顧みられず，忘れ去られ

た存在にすらな っている 。その戸坂の目本 ファシズム論はまさにファシズムの目本型の

分析であり ，そして単なる傍観者的な分析ではなく ，それとどう戦っていくべきかとい

う実践者としての立場からの分析である 。目本共産党中央委員会が壌滅し（１９３５年３月） ，

急進的た労農無産老協議会の結成（１９３６年５月 ，３７年２月無産党となる）は行われたが，そ

の活動範囲が狭か ったために，彼自身がｒ杜会 ファシスト」としてきびしく批判しつづ

げていた杜会大衆党を体質転換させ，杜大党を中核として目本におげる人民戦線を構築

するために３７年１１月に入党した。そして３８年１１月２９目には唯研事件で検挙され，２年問

の拘置所拘留生活ののち４０年１２月に保釈され，４１年１２月に第一審で懲役４年の判決をう

げて直ちに控訴，４２年１２月二審で懲役３年の判決をいい渡されて上告，４３年１２月控訴院

で懲役３年をいい渡されて直ちに上告，４４年３月大審院で上告棄却を申渡され下獄し ，

４５年８月９目ついに獄死した。この壮烈た４５年問の生涯をささえていたのは目本 ファシ

ズムに徹底的に抗戦するという強烈た意志と強靱な論理であ った 。

　私が戸坂潤の目本 ファシズム 論を取り上げようとするのは，今目の目本 ファシズム研

究よりも理論的に刻りの深いところがあり ，またデ ィミトロフらのファシズム論を継承

したがらそれを目本に適用するための論理の再構成を行おうとしているからである 。忘

れられた目本 ファシズム研究者であり弾劾者であ った戸坂を ，私は感傷的に回想しよう

とするのではない。そうではなくて ，彼の目本 ファシズム 分析の透徹した論理を継承し ，

天皇制 ファシズムの分析理論を私なりに構成し直そうとするための一試論である 。

２． 私の学生時代からの友市原亮平君を追悼するために編まれた関西大学『経済論集』

（第３２巻第４号）の追悼号に「戸坂潤の目本 ファシズム論について」の（上）が掲載されて

おり ，（下）も近く掲載されることにた っている 。本目の報告は，この原稿に若干の補足

をしながら行うものである。報告の目次は次の通りである 。

　１．ファシズム研究の動向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７４６）
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２． コミソテノレソと３２テーゼの規定

３．

戸坂のファシズム 挽定

４．

戸坂の日本型 ファシズム 分析

１９１

（イ）日本型 ファシズムの思想形成の分析

（口）新官僚 ・軍部の思想分析

バ　広田 ・近衛内閣論

←）統制の論理

帥　ファシズム 思想の横断性の具体的分析

（へ）農村の動向の分析

（ト）大衆と人民戦線論

的　「杜会 ファシズム」論への批判

　５戸坂理論の積極性と欠陥

　ところで，戸坂が目本 ファシズムを分析する場合，彼の理論の基調とな っているのは

３２テーゼと講座派理論であ ったとい ってよい。だが，注目しなけれぱならないのは ，３２

テーゼはの目本をファツズムと規定することは絶対主義天皇制を美化し ，政治的闘争の

目標を見誤らせるときびしく論断し ，◎杜大党を杜会 ファシストといい ，杜会 ファシズ

ム論に立つコミソテルソ第６回大会（１９３２年）の考え方を忠実に固守していた ，というこ

とである 。コミソテ ノレソ第７回大会（１９３５年８月）は，この「杜会 ファシズム」論の誤り

を否定し ，いわゆる人民戦線論に立 った新しい方針を決定した。だが ，このとき コミソ

テノレソ目本支部としての日本共産党は壌減し ，ｒ赤旗」は刊行されていたとはいえ１９３３

年１２月２４目からはガリ版刷りの少部数にとどまっ ていた。コミソテルソの方針転換が商

業新聞に報導されはしたが，正確に伝えられはしなか った。野坂参三の コミソテルソの

方針転換にそ ったｒ目本の共産主義者への手紙」（ユ９３６月２月１０日）は ，アメリカ共産党日

本支郁の邦字機関紙『国際通信』第三巻第五号に収録されて目本に持ち込まれたとはい

え， それを読むことのできた人々はごく少数であ ったと思われる 。そうだとすると ，一

般の人六にとっ ては３２テーゼが依然として正しい方針としてうけとめられつづけたとみ

るほかは汰い。それを正しいとしてうけとめるかぎり ，目本のファシズム 化を明らかに

することは大変な理論的確信を必要とすることであ ったにちがいない 。

　もっとも ，１９３５年２月５日のｒ赤旗」はｒ天皇制とファシストに対する闘争を強化せ

よ！！」で次のように書いた 。
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　ファシズムの運動はその目的に於て同一である。即ち崩壊に瀕した資本主義体制を維持する為め ，

　帝国主義的侵略戦争遂行の為めであるという点で。だが，しかし，その具体的運動の形態に於て

　は各国各様である。日本の軍部，官僚を中心とするところのファシスト運動は，ドイツ或はイタ

　リーのそれとは多くの相異点をもっ ている。その最も特異的たものは，諸外国のファシスト運動

　の如く ，或る反動的英雄を押し立て，それに全大衆の信頼を集中するというのではたく ，飽く迄

　も天皇を「神聖」化し，天皇制機構そのものを変革せずに，却ってその維持 ・強化の為め，英雄

　の代りに天皇を祭り上げていることである。従って日本に於げる反ファシズムの闘争は，ただ軍

　部或は官僚を中心とするファシストだけに向けてはならない事である。……目本のファシスト共

は（佐野，鍋山一派も）資本家地主の横暴は叫ぶが，天皇がその頭領であるという事は陰蔽して ，

天皇制「国体」は「神聖不可侵」であるという事を大衆に思い込ませようとしている 。一・・
（現

在の目本では…… 後藤挿入）荒木その他の上級将軍が三井，岩崎等の巨大財閥，平沼験一郎，頭

山満，松岡駒吉らの率いる「民間」ファシストと上部に於て堅く結合し，これによっ て軍隊内の

下級将校共が動かされているのだ。然して，これ等が現代日本の天皇制支配の実際的指導力とな

　っ ている。…… しかし，このファシスト的勢力は，今目に於ては，全国家機構をまだ完全に自己

　の手中のものとしていたい。現在はそれを獲得するためにあらゆる暴力 ・脅迫が行われている 。

支配階級内部の抗争は益々激しくな っている。従来の指導勢力であ った既成政党の政治屋共は過

去の華やかな夢を追ふて，新たに進出したファシスト勢力に立ち向 っている。現存の資本家 ・地

主的天皇制を変革することなしに，天皇制独裁を強化せんとする軍部を中心とするところのファ

　ソスト勢力に対して抗争する既成政党及ぴフル：■ヨ ア自由主義者も天皇制独裁を変革しようなと

　とは徴塵も考えているのではない。封建制の残津を濃厚に国家機構に保持する天皇制は，同時に

似而非立憲的形態を以って粉飾されているが故に現在の目本の総ての支配階級にとっ て， それぞ

れの立場から巧妙に利用されるのである。（後略）

このアピールは，３２テーゼの部分的修正であるとも考えられる 。しかし ，この文書がど

れだけの人々に読まれたのか今の私には確認できない 。

　戸坂は３２テーゼを基本的に正しいとうげとめながら ，次第にそれを理論的にのりこえ

ながら ，目本 ファツズム 分析の理論を構築してい ったように私には思われる 。

昭和５７年度第１２回研究会（１２月１７目）

　〉テーマ　分配公正論をめぐっ て一その系譜的整理

　　報告者　鈴木　登氏

　　報告要旨

はじめに
　１９７０年代は，分配公正論が再びか三たび目に盛んにな った時期であ った。しかもそれ

は， Ｋ． Ｊ． アロウ ，Ａ．セソ ，Ｊ ．Ｍ．ブキャナソおよびＪ ．Ｃ ．ハーサ ニィ とい った経済
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学老達ぱかりでなく ，Ｊ ．ローノレズ ，Ｒ ．ノズィックおよびＤ．ミラーとい ったいわぱ講壇

杜会哲学派をはじめ ，Ｂ ．バリィ ，Ｈ．Ｌ ．Ａ．ハート ，Ｇ．ドワーキソ，それにＢ．ア ッ

カマソなどを加えた政治 ・法哲学老達を巻き込み，杜会科学全領域にまたがるともいえ

る広範な参加者達を得たものであ った。加えてどちらかといえぽ，上述の講壇杜会哲学

派が先導をつとめ ，経済学，政治 ・法学およびｒ純粋」哲学各派は，それらをめぐっ て

の批判 ・反批判を通じて自説の展開を計りつつ ，先導者達諸説の妥当性如何を論証する

とい った経由を経て ，現在に至 ってもなお多くの論点で結着をみていたい。それぱかり

か， ８０年代にはい ってその新しい政治 ・経済 ・杜会状況を模索しての思想的基盤作りに

そのままなだれ込んだかのような様相を呈しているかともみたされる 。そうした論争の

なかで，何が将来の支配的思惟足り得るのか現在のところにわかに判じ難いが，分配公

正論が ’７０年代に再燃したのは，同時期の政治経済杜会状況と切り離せたいそれと密接 ・

不可分な関係にあ ったとみなし得ることは大方の首肯するところであろう 。いまそうし

た’７０年代の状況を概観すると ，経済的背景として（１）成長鈍化と生産主義への反省であり ，

ドノレ ・ショック　（Ｉ　ＭＦ体制 ・バッ クスアメリカーナの崩壌） ・オイルショック（資源限界

・成長隈界）を契機として ，これまで確実視されてきた物的基礎がゆるぎだし，膨れ上

っていた未来への期待感はにわかにしぼんでしまっ た。 またその結果ともいえる杜会状

況としては，（２）杜会計画的福祉国家の行きづまりが，所得政策の不成功と高福祉 ・高負

担に加えて働くイソセソティ ブの喪失という内実をともない，ｒ不安な未来」感覚を横

澄させるとともに ，政治的には（３）ｎｏ－ｔａｘ－Ｐａｙ運動 ・ミーイズム などにみる「急進」主

義と ，ｒ小さな政府」への要望としてのいわぱ反革命ともいうべき市場主義への復古を

となえる「新保守」主義とが同時に出現し，現象からみれぱどちらがどちらとも判別し

兼ねる政治的帰結をもたらしている 。

　もとより ，こうした状況は ’７０年代に突如として降 って湧いたとみるのは誤りであろ

う。 再燃した分配公正論が，新しい時代を担うものかどうかはひとまず置くとしても ，

これまで長年にわたり支配的思想とＬて現実の政策遂行の基礎とな ってきたものが大ぎ

くゆらいでいることからすれぱ，それがどのようた論理上の構造なるが故にそうゆらい

でいるのか追認しておくことも ，再燃した分配公正論が単にこれまでの分配論の集犬成

であ ったにすぎたいのか ，それとも将来に生き残り ，未来の思想を主導していく役割を

担えるのか判別するための前段階としての作業として必要なのではたかろうか 。

　ここでは，以上のようた問題意識を持ちつつ
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１．

古典的功利主義厚生経済学（ピグー基準）への反省と批判

２． 市場システムの評価（パレート基準）と補償原理

３． 「講壇」杜会哲学派（ロールズ基準）の論理構造

などの論点を概観 ・素描し ，それらの系譜的（とはいっても主要な諭勅こ限 ってのトピ ック

ス的）た紹介を行うことが目的である 。

１　古典的功利主義厚生経済学への反省と批判

　新古典派をもっ て主流とする経済学は，長らく生産と分配両過程を統一的体系で理解

することを目的としてきた。そこでは会配問題はあくまで生産要素の相対的分げ前（Ｊ
．

Ｂ． クラーク ，Ｔ．Ｎ．ヵアバア）たのであり ，前者に強い照射を与えた叙述といえど，せい

普いｒ労働成果を他の人々の生産物と自由に交換」（Ｈ．シジウィック）すると理解するに

すぎ狂い。これに対しＡ．Ｃ ．ピグーは，少くとも叙述の上では生産過程と分配過程とを

切り離し，よく知られたｒ均等分配」論の二つの命題をとなえた（命題１ ．貧者の状態を

悪化させない国民分配論の増加，および命題２ ．貧者の分配分の増加と国民分配分の減少がたい状

態はともに経済厚生を増大させる）。

　このピグー命題の蓋然性への疑義としては効用の可測性 ・集計可能性および個人間比

較可能性 ・類似性の諸問題として広く知られた経済学上での積年にわたる論争点であ っ

たし，その代表的なかつ古典的な批判として ，これら諸問題は事実判断ではなく価値判

断にかかわるそれであるとし ，後に顕示選好理論 ・新厚生経済学に展開するもととた っ

たＲ ．ロ ビソズの批判，さらには集計量の効用概念に対し情報不完全性から批判すると

ともに，その基底とな っている功利主義（最大多数の最犬幸福）を一部放棄しかつ限定を

加えたＦ・ｖｏｎハイェク（規則功利主義としての立場に．立ちつつも結果 ・帰結については問わな

い）の批判などがよく知られたところである 。

　分配論プ ロバーの視点からする功利主義したが ってピクー 命題への容認としては ，

Ａ． Ｐ． ラーナーの均等分配前提に立つ杜会総効用の極大蓋然性論がある一方，均等分配

以外の場合にはかえ ってより大きた不平等がもたらされるとするＡ．セソの功利主義へ

の痛烈た一撃が，平等主義の立場から最近（’７０年代）にた って加えられるに至 った 。

　生産と分配過程とが切り離され，それぞれ独自の道を進み出し，新古典派的状況が現

実にはあてはまらなくた ってきたことからすれぱ，両過程を切り離して分配基準のみを

独立させてその厚生度合を計ることに端を発したピグー命題（とくに第２命題）は，その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５０）
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後の厚生経済学の発展と福祉国家に道を切り開いたとはいえ ，功利主義の前提に立つ限

り・ そのねらいとは逆の亀裂を生むに至 った。というのも ，蓋し功利主義は，所詮，一

致のシステム を前提とする生産段階にあ ってはその目標（成果の極大）にてらして有効で

あっ たにしても ，対立のシステムを内包する分配過程にあ っては，それに何ら制約を設

げるものでなく ，平等への希求 ・願望の前には崩れ去らざるを得ないという宿命を担 っ

たものと云えるであろうからである 。

２　市場ンステムの評価と補償原理

　他老の状態を悪化させることたくある個人（集団）の状態が改善すれぱ杜会的厚生は

増大し，他老を悪化させることなくいかなる個人（集団）の状態も改善することができ

ないならぼ，それはパレート最適基準を充たしている 。競争均衡においてよく知られた

このパレート最適基準が成立していれぽ，その市場機構におげる資源配分は効率的であ

ることつまりこのパレート最適基準は効率性判定の必要にして充分な条件とされてきた 。

　しかし，このバレート最適基準を分配公正の視点からみるとどのような評価ができる

のであろうか。結論を急げぱ，効率と公正との両立は困難とするのが大方のひとまず帰

するところであ ったと云える 。

　その論拠として ，（１）パレート最適点は無数に存在する故，貧者と富老の初期条件 ・帰

結状態については無差別であり（２）したが って富老の状態を一層改善することもあれば ，

貧者の状態をそのままにしておく場合もある 。加えて（３）最適条件下からの変化について

選好の基準を何も与えてくれたい。その意味では（４）集計された効用が増大するという根

拠を何も与えてくれたいことで，公正基準からすれぱ古典的功利主義からすらも後退し

ているとさえ云える 。

　以上が効率と公正との両立不可能論としてよく取り上げられる論拠である 。こうした

効率概念への疑義は，強いて競争均衡へのそれに結びつげられていく 。「市場の失敗」と

いう表現が使われ，競争から協調への論拠を提示する「囚人のジレソマ」あるいはｒセ

ヵソド ・ベスト」論などもそれへのいわぱ妥協的対症療法ともいうべき概念であり ，も

っと体制擁護論の側からする積極的た発言をみれぼ，外部効果の内部化の可能性を説く

立場からさらには公共財にみる非排除性のさ中にあ って ，市場機構以外の杜会的意思決

定機構の必要性一ハーヴ ェイ ・ロード（賢者）の前提および投票制度などもそのひとつ

としてあげられるが，とくに後者についてはそれですら杜会の統一的意思決定は得られ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５１）
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ないとするパラドックスヘと導びかれていく 。

　論理整合性を追求していけぱいくほど立論は次々と否定と拒否とが繰り返され，残さ

れるものとして公正は世に期し難しとする虚無感 ・虚脱感さえ生来し兼ねまじき状態で

すらあ ったといえよう 。

　そうしたなかで考案されたのがｒ補償原理」（Ｊ ．ヒッ クス，Ｎ．ヵルドァなど）および

「杜会的厚生関数の導入」（Ａ ．バーグソソ，Ｐ ．Ａ．サミュェルソソたど）である 。

　前者については，効率と（分配）公正とを二分し，両者の同時達成をひとまずあきら

め， まず効率的な資源配分を達成させ，そののちそれによっ て不利益 ・損失を被 った人

（々）にその不利益を補償し，利益を得た人々が損失を被 った人々に補償してもなお余り

があるならぱ杜会全体の厚生は増加すると理解する。妥協を妥協で終結せず，積極的汰

打開を計る姿勢を打ち出したともいえるあり方で，この「補償原理」が第二次大戦後の

いわぱ欧州型福祉の理論的支柱とも背骨ともな った考え方である 。

　一方，北米大陸での杜会的厚生関数派は，そうした二分法をとらず，無数にあるバレ

ート最適の中から最大可能たひとつの最適点を選ぴ ，それと杜会的選択に序数的順序つ

げを行 った厚生状態とを適合させ，両者（効率と公正）の同時的 ・統一的解としての「理

想的分配」を構築する 。

　先導者達の轍を乗り切 ったかにみえるこれら二つの説も ，間もなくして登場した批判

に脆くも崩れ去ることにたる 。前者の補償原理については，すべての財が増加しかつ補

償する者 ・される老問の効用序列が不変ならぱ妥当するが，転換期にみるように優者と

劣者とに蓮転が生じた場合には，必ずしもその逆行性は補償されぬ（Ｔ．シトフスキ＿）

し， 後老については，杜会的厚生序列を決定する統一的意思は，民主的なプ ロセス（多

数決原理）では得られたい（Ｋ．アト）とするそれぞれ二つの論証である・またしても

主流派の坐折である 。

　その後，厚生経済学を中心とする論議は，効率と公正との同時達成という彼岸を追求

するための条件を導き出そうとする余り ，再び計画者（独裁者）を引き出し，大衆を確

率的平等という混沌に晒す（Ａ．セソ，Ｊ ．Ｃ ．ハー サニィたど）か ，あるいはその彼岸の追

求にはいささか弱気とたり ，再分配についてのみのパレート最適と公正基準の両立性

（Ｈ ．Ｍ．ホ ックマソ，Ｊ ．Ｄ ．ロ ジャーズなど）を求めるか，あるいは負の所得税のアイデア

（Ｊ ．トービソ）たど ，現状打開という積極的意図は持ちつつも ・１その政策に含意される急

進性故に結果的には現状追認という出発点に立ち戻 ってしまうという事態を逃れること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５２）
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ができないジレソマに落ち入 ったままにな っている 。

ユ９７

３　「講壇」杜会哲学派の論理構造

　こうした厚生径済学の状況にあ っての杜会哲学派の登場である。まず両者の著しい対

照的な特徴として ，前者がその対象を経済財の分配公正に論議の中心を置くのに対し ，

後者は，その分配の仕方を根底から規定するものとしてｒ杜会的正義」の概念を導入す

る。 いわぱ杜会構成の基本要素として正義の概念を先験的に導入する 。（もちろん経済学

者からのこうした先験的正義概念への批判がある。Ｋ ．Ｊ ．ア ロウおよびＤ ．ア ッシャーなどがそ

れらである。とくにＤ ．ア ッシャーは，市場システムが分配を公正化する有力な制度的仕組みであ

るとして先験的な正義論の導入を拒否する）。

　杜会哲学派のこうした杜会構成のための基本要素は正義概念のみに止まらず ，Ｄ ．ミ

ラーにあ っては ，権利（ｒｉｇｈｔ） ，功績（ｄｅｓｅｒｔ）および必要（ｎｅｅｄｓ）の三要素を掲げ ，Ｊ ．

ローノレズは，自由と機会，所得と富さらには自尊心などもその対象（杜会的基本財）とな

る。

　まず ミラーの分類に従えぱ，権利はＪ ．ロック以来の自然権（法的権利と道徳的権利）

を基礎としているが，同時に（所有）請求権，自由 ，権能および免責などから構成され

ている 。このうち所有公正論として典型的た説としてはＲ ．ノズイ ックのそれがある 。

　ノズィッ クの所有公正論に従えぱ，それは三つの財産所有の公正原則から成り立 って

おり ，その第１としては，公正な手続きに従 って獲得した財産に対しては正当た権利を

認め ，何びとも（国家といえど）この所有権を侵害できないとする財産獲得の公正原則 ，

第２に財産移転の公正原則であり ，第３には不公正矯正の原則から構成されその権利を

（国家が）侵す場合には（不当な支出を含めて）課税を拒否する権利すら容認するという無

政府主義的立場に立つ。何が不当かは多くの議論を必要とするが，これが冒頭に述べた

ｎｏ－ｔａｘ－ｐａｙ運動の理念的背景とな っていることが推察される 。

　つぎに功績論は，市場の生産 ・分配原則に従 った経済学（労働価値説および限界生産力説

の双方を含む）がこの範晴にはいり ，従 って権利に応ずる分配原則を含むことになる 。ま

た必要論は功績論が生産的貢献であるのに対し ，消費的享受の側面（たとえばシビルミニ

マム論）に立つことになり ，その人問欲望との相対的関係が問われることになるが，こ

れもまた市民権と深いつたがりをもつことにたる 。

　このように，ミラーの ，権利，功績および必要の諸原則は，結局相互に密接な関連を
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１９８　　　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第５ ・６合併号）

持つことになり ，経済財のように客観的な直和性を持ち難いと云えるし ，在会的基本財

としながらも ，いずれもミクロの視点に立つものである 。

　これに対し ，Ｊ ．ロールズの分配的正義論は，マクロ 集計的な杜会概念のレベノレで功

利主義的な公正概念を克服しようとするものである 。まずその主題である正義はｒ杜会

の基礎構造」にかかわるもので，主要な杜会制度が基礎的な権利と義務を分配し ，杜会

的協働からの便益 ・費用の分割 ・割当てを決定する際の基本的概念である 。

　その決定システムの一般概念としては，前述した杜会的基本財（その間の序列は辞書的

な優先順位）の不平等な分配は，それがすへての人の利益にならない限り許容されず ，

すべて平等に分配さるべきとする 。

　特殊概念としての公正原則は，一般概念を受けての第一原則として自由平等原理に立

ち， 各人は，他者の同様た自由と両立するかぎり ，最とも広範な基本的自由に対する平

等な権利が与えられるべきとし，第二原則としては，杜会的 ・経済的不平等は，それが

（１）あらゆる人びとの利益にたることが当然期待される場合のみ許され（格差原理） ，（２）地

位や職務がすべての人びとに開かれている（機会均等原理の）もとで ，（３）経済的 ・杜会的

にもっとも不遇な人（びと）の状態をもっとも高めること（Ｍａｘｍｉｎ 原理）が正義にかな

うとする 。

　上記諸原則は，当事者が杜会における立場や地位を知らず ，またいかなる個人も天賦

の資質 ・才能 ・知性 ・体力などの分配における彼自身および他人の運命を知らない（無

知のヴ ェールまたは原初状態）もとでは採用されざるを得たい諸原則となる 。

　以上が，ロールズの分配正義論の骨組みであるが，その特徴を若干付記すれぱ，その

一般的概念には，辞書的優先順位としての杜会的基本財に効率性原理を含ませることが

できその他の諸原理と矛盾しないこと ，また ，第二原則の（１）と（２）を組み合わせれぱ別表

のようた杜会構成体の各系ができ上り ，それらは歴史的な発展段階と軌を同じくするこ

となどを指摘できる 。

　冒頭に記したように，こうした杜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらゆる人びとの利益となる
会哲学派の考え方が ，’８０年代以降

の支配的思惟足り得るか否かは未だ

定かではたいが ，’７０年代に，とり

わけ ローノレズの「正義論」（Ｔｈｅｏｒｙ

すべての人びと効率性原理
に開かれている　（バレート最適）
　　　　　　　（Ａ）自然的自由の
彩式的機会均等　　体系

公正な機会均等回募累的平等の

格　差　原理

○自然的貴族
　主義の体系
◎民主的平等の
　体系

ｏｆ　Ｊｕｓｔｉｃｅ）」が出版されて以来，その説をめぐっ ておびただしい文献が発表されている

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５４）
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（Ｊ ．Ｈ ．ウェ ルバソク他の纏めたところによると基本文献だけでも２６著作，雑誌論文および二次文

献資料を入れると凡そ１０年間に２５００種類以上のものが公表されているという） 。

　そうした文献を含む論争点毎の整理は後目にゆずることにして ，以下に補として以上

に採り上げた分配公正諸基準の相互関係とハイヤラノレキーを分析図形で示したものを付

して結びに替えたい 。

　　　　　　　　　　（補）図形でみた分配公正諸基準の相互関係

　（１）偲胴１」以１と糸急｛テ１刈

（！

格兼一定基準 ・定　　　　 マクスミン（ロールズ基準）ｄ．ミニマックス

６パレート基準　　　６ピグー 基準

　　　　　　　　　　
、、

　　　　　　　　　　ノし　　　　　　　　　　　＾　　　　　　　　　　誇　
．

　　　　　　　　　　　　　
Ｉ川

　　　　　　　　　　　　　１■　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　Ｘ

（２）各基準のハイヤラルキー

　　ｃ柵互に扱失のをい成長配分 ＠柵互に利益のないマイナス配分

（注）Ｄ．Ｗ ．Ｒａｅ ＆Ｃ ．Ｆｅｓｓｌｅｒ「Ｔｈｅ　Ｖａｒｉｅｔｉｅｓ　ｏｆ　Ｅｑｕａ１ｉｔｙ」（ｉｎ　Ｒ ．Ａ ．Ｓｏ１ｏ ＆Ｃ．Ｗ．Ａ ｎｄｅｒｓｏｎ

　「Ｖａ１ｕｅ　Ｊｕｄｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ」１９８１）を修正 ・加筆

昭和５７年度第１３回研究会（１月２１日）

　レテーマ　今日の貧困化論　　戸木田嘉久著ｒ現代資本主義と労働者階級』（講座現代資本

　　　　　主義分析５ ，岩波書店，１９８２年刊）をめぐっ て一
　　報告者　三好正巳氏

　　報告要旨

　１　戸木田労働者階級論の方法とその理論構成

（１）堀江理論の発展的継承

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５５）
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　戸木田氏の最初の著作は，１９６１年に出版されたｒ労働組合はどう変るか』（三一書房）

である 。その後，１９６５年に『現代の合理化と労働運動」（労働旬報杜）が刊行されたが ，

この著作において ，戸木田氏は，全般的危機の段階における独占資本の産業合理化運動

を， 資本蓄積論において正当に位置づげ，同時に労働運動の闘争の課題と方向を明確に

示した。この時，すでに戸木田氏の今目の理論的枠組みの基礎は形成されていたとい っ

てよい。その意味では，いま ，戸木田氏の理論的枠組を ，戸木田理論として確定し ，

「独自」な理論体系として評価しようとする場合，この『現代の合理化と労働運動』を

もっ て出発点に据えることに不都合はたいであろう 。

　しかし，「戸木田理論」として確定するに当 っては，『労働組合はどう変るか』から

『現代の合理化と労働運動』を経過した戸木田氏自身の産業合理化論の系譜が，さらに

一段と熟成した理論体系に成育するためには，自然界におげる果樹がそうであるように ，

近縁関係にある他の理論に一度接ぎ木する必要があ った。１９６９年から刊行された講座

『労働組合運動の理論』（大月書店）の理論的指導者であ った堀江正観氏の理論との接合

こそ ，今目のｒ戸木田理論」が開花する場合の重要な要因であ ったといえるであろう 。

　この接合点とな った理論は，ｒ労働運動の発展の合法則性」の理論である。講座『労

働組合運動の理論』の主柱であ った堀江氏の名を冠し，かつ堀江氏の記述の論文によっ

てこれを整理すれば，堀江氏の「合法則性」論は以下の通りである。すなわち ，（１）資本

主義の資本蓄積を起点とする労働者階級の状態把握。（２）国家独占資本主義の再生産機構

のもとでの階級対抗関係の解明。（３）労働運動の弁証法的発展としての把握，である 。

「戸木田理論」としても ，この堀江「合法則性」論の基本的構造が継承されている。し

かし，堀江ｒ合法則性」論が「戸木田理論」に継承されたということの意味は，戸木田

氏の労働者階級論が，最終課題を労働運動の弁証法的発展の論証に置くことについての

揺ぎない信念にあ った。この信念を現状において確認するために，国家独占資本主義の

資本蓄積のもとにおげる階級対抗関係を解明し，そのもとでの労働運動発展の可能性を

抽出することに努力が傾げられた。この可能性の抽出に当 って ，戸木田氏は，変革主体

形成の契機 ・条件，つまり杜会変革の客観的条件ぱかりか主体的条件そのものの成熟を

重要視される。しかし，変革主体形成そのものは，労働運動の弁証法として ，杜会変革

の客体的 ・主体的条件を明らかにするための「土台」の分析とは別に理論構成されてい

るのがｒ戸木田理論」である 。いわゆる変革主体形成論にかかわる他の論者に対する ，

戸木田氏の執鋤なまでの批判的検討は，変革主体捗成の条件と変革主体としての成熟と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５６）
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を安易に統合することへの警戒である 。すなわち ，安易な統合が，労働運動の現局面の

評価に当 って ，これまた単純かつ安易に，楽観論や悲観論につながりかねないことを恐

れられるからであろう 。「戸木田理論」の評価にとっ ては，まさにこの点こそ強調され

てしかるべきものである 。

　「戸木田理論」が，堀江「合法則性」論を正当に継承してきたという評価は，変革主

体彩成の条件の解馴こついてより高度な理論的展開をなしとげたことを明らかにしなけ

れば十分とはいいえまい 。

　この点に関していえぱ，変革主体形成論の今目的成果を批判的に導入したというとこ

ろにある 。戸木田氏自身の言葉によれば，「変革主体形成の契機 ・条件を指示しうるよ

うな ，労働者階級の状態分析はいかにあるべきか」　（ｒ現代資本主義と労働者階級」，はしが

きＭべ一ジ。以下特にことわりのたい場合は，本書のべ一ジとする）という課題を設定すること

によっ て堀江「合法則性」論が補足される 。

　（２）労働老階級にかんする「戸木田理論」の構造

　堀江「合法則性」論の補足という視点からいえぼ，階級論，貧困化論，労働運動論の

各領域における最近の成果を批判的に導入したことであるが，同時に，「戸木田理論」

という理論構成の中に組み入れるという点からみれば，それはつぎのような構成のもの

となる 。すなわち ，堀江「合法則性」論の再確認。そのために，変革主体形成論を ，主

体形成の契機 ・条件と労働運動の弁証法に区分けすること 。つぎに，主体彩成の契機 ・

条件の成熟を統一戦線のための契機 ・条件と置きかえて ，この視点から労働者階級の状

態を分析する 。いいかえると ，杜会変革のｒ土台」の解明。最後に，杜会変革の「土

台」の分析は，経済的民主主義のための客体的 ・主体的条件の生成として把握すること ，

である 。

　堀江ｒ合法則性」論を補足するに当 って ，いわゆる変革主体彩成論を ，杜会変革の

「土台」の解明のために必要なかぎりに限定してとりこもうとし ，この視点から変革主

体形成論の成果を整理する試みがなされている 。この課題が，『現代資本主義と労働者

階級』における第１章の課題として執鋤な追求を受ける 。この課題の追求のために ，戸

木田氏は，自らの論理構成に合わせて分割整理する 。すなわち ，戸木田氏が大橋隆憲氏

と共同で編集した講座ｒ新マノレクス 経済学』第６巻（戦後目本資本主義の階級構成，有斐閣 ，

１９７６年刊）の構成に明瞭に示されているように ，貧困化論，階級構成論，労働運動論と

いう構成である。以下，戸木田氏の理論構成に従 って整理された変革主体彩成論の今目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５７）
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的成果に対する検討のたかで，ｒ戸木田理論」の骨格にかかわる論点で，しかも「戸木

田理論」が学界において影響を浸透させるために重要であると思われる幾つかの論点を

抽出し，若干の検討を加えてみよう 。

　第１に，階級論であるが，ここでは，労働老階級の概念揚定にかかわる問題がある 。

労働者階級の杜会的 ・経済的境界を画することは，それが階級の内部構成に係わるとい

う両者の関係からして ，しかも ，「戸木田理論」にとっ て， 階級内部構成論が経済的民

主主義のための担い手，また ，それら労働者諸融こおける主体彩成の契機 ・条件の解明

に係わるということから ，極めて重要校論点となる。この重要な論点からすれぱ，内部

構成を杜会的生産力の発展に即して明らかにするために，マノレクスのいうｒ結合労働

（Ｇｅｓａｍｔａｒｂｅｉｔｅｒ）」（ｒ資本論」，ｒマルクス ・エソゲルス全集』２３巻 ａ大月書店，４５９べ一ジ）の理

解について ，なお深い検討があ ってしかるべきであろう 。戸木田氏の，労働者階級の

「境界」について ，「それぞれの国の資本主義の発展と労働者階級の彩成の歴史的 ・具

体的条件の違いによる」（２２ぺ一ジ）という主張は，変革主体彩成の契機 ・条件と労働運

動の弁証法（変革主体彩成）を区別したうえで，労働運動の到達段階を労働者層における

統一戦線結成の契機 ・条件から明らかにし，労働運動発展の現局面を労働運動の国際的

比較から明らかにするうえではそれなりの意味がある 。しかし，内部構成論を経済的民

主主義論につたぐ意図をもっ ている以上は，その重要度からすれぱ，「結合労働者」即

労働者階級とする論理にさらに深いメスを入れるべきであろう 。

　第２に，階級の内部構成に関する整理では，ｒ『新しい部類』の労働者層」（２３べ一ジ）

の分割基準の問題がある 。「『新しい部類』の労働者層」が，労働者階級のｒ真の統一」

への根拠と ，杜会変革の主体として果たしうる役割を評価する（２４べ一ジ）ならぱ，その

裏づげとなる理論的環について ，より鮮明にされる必要があろう 。たしかに，戸木田氏

が公務労働者層について指摘されるように，労働論と労働者論とを区分し，そのうえで

主体形成の視点から労働者論として統合する必要はあろう 。しかし，残念なことには ，

「戸木田理論」では，労働者論が階級構成論たいしは階級構造論として十分に説得的に

整理されつくしているとはくみとりがたい。戸木田氏の労働者階級状態論におげる変革

主体形成の契機 ・条件に限定した分析からすれぱ，労働者論とはいかたる内容のもので

あるべきかを ，まずは明確にされないと判りにくくなるということである 。戸木田氏の

視野にある経済的民主主義の担い手の雅成を明らかにするために，内部構成論が労働者

論であることを欠かせないという指摘が，もっと強調されるべきではなかろうか。また ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７５８）
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労働者階級を「層」として区分する場合，「結合労働者」として全体化される論理の精

綾化がなげれぱ，経済的民主主義におげる労働考層としての役割も ，労働運動の発展に

おげる結集の契機と条件も具体性をもつものにならないのではなかろうか
。

　第３に，貧困化論であるが，ここでは「労働の杜会化」論についての評価の問題があ

る。 戸木田氏は，ｒ『労働の杜会化』という視角からの分析は，ｒ生産手段の杜会化』の

分析が経済の民主的改革の客観的条件の成熟を示すのに口乎応して ，結合労働の主体であ

る労働者階級こそが，経済の民主的改革の基本的な主体たりうることを具体的に指示す

る」（７１べ一ジ）ことだとされる 。「戸木田理論」は，「労働の杜会化」論を導入すること

によっ て， 貧困化論を経済的民主主義の問題を含む内容として拡張しようとする 。戸木

田氏の貧困化論は，この意剛こおいて ，労働運動の理論におげる今目的課題に応えよう

とされる 。この点は高く評価されるへき視点であり ，課題設定である 。しかし ，貧困化

論の内容をこのようにふくらませるには，戸木田氏の階級論，とりわげ内部構成論にお

ける論理の補強が，さきに述べた意味で必要である 。それと同時に，国家独占資本主義

の分析に当 って ，国家独占的規制の仕組についてより精綾な解明が必要となる。たしか

に， 「管制高地」におげるｒ陣地戦」の重要性が指摘されるが，労働者階級の状態と労

働運動発展との間にあるギャッ プを論ずるとき ，変革主体形成との係わりでいわゆる

「制度論」に対する目配りがいま少しあ ってもよいのではたかろうか。もちろん ，労働

考階級を国家に「統合」するものとして「制度」をとらえるのではなく ，杜会的規制の

１つのより処としての制度をとらえ ，ｒ資本制的蓄積に基づく階級対抗，この対抗を媒

介に展開する杜会的制度のもとにおげる労働者の貧困」（拙稿ｒ貧困化のための覚え書」 ，

ｒ立命館経済学』２９巻５号，１９８０年１２月 ，３９べ一ジ）とみるべきである 。そうでないと ，状態

論においては，高木督夫氏の書評（ｒ立命館経済学』３ユ巻２号，１９８２年６月）との問に主体を

めくるスレ違いを残したままにするだろうし ，制度論については，経済的民主主義の観

点からみて ，制度要求の運動に対する評価を過小にする恐れもおきることになる 。とく

に後老については，戸木田氏にとっ ての国家論の構築の意義を喚起しておくことが ，

「戸木田理論」にとっ て， その課題と領域の両面から必要であると考えている 。

２　戦後日本の局蓄積下の労働者階級

　　一戸木田貧困化論の具体的展開一

（１）戸木田貧困化論の基本的枠組

（７５９）
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　戸木田氏は，資本主義の基本矛盾の展開，すなわち収奪者が収奪されるという段階で ，

労働者階級の状態を把握するために４つの課題を設定する 。（１）労働者階級の数の増大 ，

（２）搾敢の今目的形態，（３）労働者階級をその内部構成にもとづく層ごとに ，’また労働老階

級の周辺にある杜会階層についても進行する貧困化，（４）経済的民主主義の客体的 ・主体

的条件，以上が解明すべき４つの課題である（１４０～１４１べ一ジ）。この４つの課題の設定は ，

経済的民主主義の客体的 ・主体的条件まで ，貧困化論の領域を拡張する意図を示したも

のであ った。このように貧困化論の領域を拡張するために，戸木田氏が執擁に追求して

きた階級論，とりわげ内部構成についての多面的検討に加えて ，国家独占資本主義の現

局面に関する観定とこの局面での階級対抗の捗相をもっ て補足することが試みられた 。

第１章で確定した視角と方法の補足は，目本資本主義の現段階を ，国家独占資本主義の

「全面展開」（講座ｒ今日の日本資本主義』７ ，日本資本主義と労働者階級，大月書店，１９８２年
・

ユ２べ
一ソ，以下ｒ講座』と略称する）と規定し ，そこでの資本の局蓄積が生みだした階級対

抗の移相を分析することによっ てなされたといえる 。かくて補足のうえ確認された視角

と方法は，ヤ ・ヘウス子ノレのｒ国家独占資本主義的寡頭制」（国際関係研究所訳ｒ日本経済

におげる国家』協同産業出版部，１９７８年）という概念を導入し ，ｒ金融独占企業集団」による

支配構造の下の階級対抗をとらえるものとして展開される 。また，このような支配構造

は， 「企業国家」（ｒ講座』１６べ一ジ）として特徴づげられもするが，戸木田氏のこのよう

た分析の前提には，第２次世界大戦後の発展した資本主義剛こ共通た資本の「高蓄積」

の過程が据えられている。もちろん「局蓄積」の過程について ，アメリカ帝国主義の世

界支配や目本資本主義の戦後史的条件による枠づげがたされたうえでのことである。し

かも ，この場合に忘れてはならたい点は，「局蓄積」過程のもとでの「高度成長」や

「危機」という把握がされていることである。このことから導きだされるものとして ，

「局蓄積」の一貫した過程として把握することは，国家独占資本主義の資本蓄積を理解

するために重要な示唆をあたえているがゆえに，「高蓄積」過程の中での「危機」は ，

国家独占資本主義との関係でより鮮明な揚定を受げる必要が発生するということであ

る。 その意味で，今目のｒ危機」に関する観定について ，戸木田氏が採用される分析的

諸概念との係わりで，より明白な説明が求められるといいうるであろう 。

　ところで，戸木田氏は，ｒ危機」を ，まずは，ｒ経済危機」として捉えられ・資本主義

世界経済の「相対的安定期」の終わりとして理解されている（１８６へ一：■）・ もちろん ・

別の個所ではｒ国家独占資本主義の危機」という表現もみられる（２６６ぺ一ジ）が ，そこ
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でも必ずしも明解な規定内容をあたえられてはいない。このｒ経済危機」に遭遇した目

本資本主義が資本の蓄積条件を再構築することにｒ成功」（３５８べ一ジ）する過程で，ｒ新

しい段階」の貧困化が現われるとする 。「新しい段階」の貧困とは，ｒ高度成長」期とは

異質に変化したｒ露骨なむきだしの形態」（１９３べ一ジ）であると特徴づけられている 。

　ｒ新しい段階」の貧困は，最高の剰余価値率 ・利潤率による大量の「人間搾取材料」

の搾取によっ て， 利潤総量が増大する対極で進行する。しかし ，このｒ新しい段階」の

貧困は，階級闘争の過程を経過したものとして ，捉えられていて ，その結果として賃金

水準も「必要た生活手段の範囲」の再構成された水準として労働考の杜会的力量の強化

を反映していること（２０１ぺ一ジ）や ，「完全雇用」政策のもとでの産業合理化がもたらす

相対的過剰人口の存在形態にみる特徴（２５０～２６３べ 一ジ）。 さらに，こうした特徴と併わ

せて進行する国民生活の貧困化 ・生活不安ということが明らかにされる 。この「新しい

段階」の貧困化は，「局蓄積」が「経済危機」において蓄積構造として再構築される過

程で，階級対抗を貫通して発現する内容として把握されている点が，戸木田貧困化論の

第１の柱をなしている 。

　また ，ｒ新しい段階」の貧困が，国家独占資本主義的追加搾取によるものとして把握

されることによっ て， 杜会変革の「土台」の次元で，変革主体形成の契機 ・条件が明ら

かにされようとしている 。この視点は，戸木田氏がイソフレによる独占資本の追加搾取

と国家権力的収奪を重視し，イソフレによるｒ新しい段階」の貧困化について高須賀氏

のイソフレ理論（ｒ現代資本主義とイソフレーノヨソ』玩代資本主義分析７ ，岩波書店，１９８１年）

を批判的にしろ積極的に導入しようとする態度に示されている。戸木田氏のこの理論的

追求は，経済の民主的規制にとっ て欠かせぬ「管制高地」の摘出の意図と深く係わるも

のである 。この点に，戸木田貧困化論の第２の柱を見ることができる 。

　もちろん ，戸木田貧困化論の細部については，賃金の国際比較についての「相対賃金」

の生産力発展による消費財の価値下落，貿易で発生する特別剰余価値からの＿重観定や ，

「杜会契約」の批判という点で，高須賀ｒ貨幣錯覚」説の導入に当 って配慮を行きとど

かせるべき内容，すたわち ，生産性と賃金についての立ちい った分析を残していること

も事実である 。つまり ，戸木田氏が残している内容は，日経連ｒ労働問題研究委員会報

告書』が主張するｒ名目賃金」の先進国水準への到達を批判するためにも ，ｒ総合杜会

政策」の内容としてのｒ杜会契約」的賃金抑制を批判するためにも ，理論の精綾化が必

要である 。せ っかく ，ｒ局蓄積」の危機と国家独占資本主義的搾取形態という理論的枠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７６１）
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組を設定したからには，この枠組のもとでの理論的格闘の跡を説明的に整理されること

が読者へのサーピスというものであろう 。

　それはそれとして ，戸木田貧困化論の射程内に置かれた経済的民主主義の間題は，労

働者階級の状態分析，すたわち貧困化論の構成の中において ，どのような扱いを受げる

のであろうか。結論からいえぱ，資本主義に対する杜会的挽制の契機 ・条件を析出する

ことであるとい ってよかろう 。戸木田氏は，経済的民主主義を ，独占的大企業の蓄積の

杜会的観制と官僚制の民主化，国民の政治 ・経済への広範な参加ととらえている（３９０べ

一ソ）。 杜会の民主的変革の一面をなす経済的民主主義を，それ自体の理論体系として

展開することとは自ら異なるものである。これだげの前提を置いたうえで，戸木田氏の

杜会変革のｒ土台」の分析において ，果たして経済的民主主義を解くために必要なかぎ

りの内容にわたる理論的手段が用意されていたか。また，現状の分析の中で，それは明

らかにされえているか。この点に関していえぱ，「管制高地」，そこにおげる「陣地戦」

という重要次概念が，レーニソらから借用されていて ，杜会的観制にとっ て， 観制のた

めの装置や拠点についての分析の重要性が自覚されている 。しかし ，第２章におげる目

本資本主義の労働老階級の状態分析において ，ｒ管制高地」における「陣地戦」阜のも

のにかかわる立ちい った解明は，むしろさげられている。恐らくは，戸木田氏の視角と

方法では，労働運動論の領域に立ちいることを意識的にさげることによっ て， 杜会変革

のｒ土台」分析の限定を確保したからであろう 。そこから ，分析の客観主義に対する不

満も ，一部の書評の中に椀曲ではあるが指摘されることにもなる 。

（２）「戸木田理論」におげる経済的民主主義

　「戸木田理論」の重要な支柱の１つである貧困化論が，経済的民主主義を視野におい

て構成されていることについては，すでに述へたとおりである 。経済的民主主義を射程

に入れた貧困化論は，労働運動の弁証法的過程の分析を経て新しい杜会を展望させるこ

とになる 。すなわち ，発達した資本主義国における杜会変革の道筋として展望されるの

は， ｒ国家独占資本主義の民主的変革」（３８７べ一ジ）であり ，その先には杜会主義が展望

されている。しかし，「国家独占資本主義の民主的変革」という言葉に若干のこだわり

を持たざるをえない。それは戸木田氏の場合に国家独占資本主義の危機という概念が ，

必ずしも鮮明でたい部分を残しているのだからである。「国家独占資本主義の民主的改

革」が，資本主義体制の整備であるはずはない。戸木田氏自身が，経済的民主主義の実

現は，賃金制度の廃止という視点が貫徹されるべきだ（３９２べ一ジ）と指摘するとともに ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７６２）



　　　　　　　　　　　　　　　　共同研究室　　　　　　　　　　　２０７

経済的民主主義が，帝国主義＝独占資本主義の最終階梯である国家独占資本主義とその

危機の時代に照応した概念（３９２べ一ジ）とも述べている 。それにもかかわらず，「国家独

占資本主義の民主的改革」という表現がもっ ている暖味さは，杜会変革のｒ土台」の分

析から直接に導きだした展望であるという結果のしからしめるものだとも考えられる
。

すなわち ，経済的民主主義の内容が，ｒ土台」の分析の中で ，ｒ管制高地」におけるｒ陣

地戦」の現状に立 って導きだされた場合には，たとえぱ，企業国有化，賃金範晴のｒ解

体」 ，行政機構の改革，企業，地域など各 レベノレでの参加について ，より具体的た内容

が付加されたであろう 。もちろん ，戸木田氏自身が，第３章については，ｒ紙数を減ら

す必要と ，理論的な詰めの不充分さ」も考慮して割愛された内容がある（まえがき Ｖｉｉｉべ

一ジ）ということであるから ，これ以上の言及は控えることにする 。しかし ，「土台」の

分析から主体形成，戸木田氏のいう労働運動の弁証法の過程を経ずに ，直接に経済的民

主主義の展望を導くことに対する疑間は，ｒ戸木田理論」の構造からい っても指摘され

るところであり ，それゆえに戸木田氏； 白身の理論構成からくる課題でもあることをくり

返して主張しておきたい 。

　第３章の構成を外見したところからすれは ，経済的民主主義論は，「戸木田理論」の

枠組では労働運動の弁証法の領域に属する内容だともいえる。そして ，この第３章が ，

「戸木田理論」の結びとして ，労働運動の弁証法に属する課題を担う位１置にあるともい

える 。そうだとすれぱ，第３章であつかわれる経済的民主主義の内容は，労働運動の内

容となるへきものである 。戸木田氏は第３章で ，経済的民主主義をささえるｒ客観的条

件＝物的基礎」として ，「土台」の分析をとおして ，金融独占企業集団による支配強化

を基本矛盾の深化 ・拡大としてとらえ（４０２べ 一ジ） ，金融と管理制度の発展で民主的計

画化，大企業の民主的観制，将来の杜会主義建設の手段が確保されていること（４０３べ一

ジ） ，国家による経済管理の機構が高度に発展していること（４Ｃ４ぺ一ジ） ，など ，生産の

杜会的性格の発展があるということを明らかにする 。そのうえで，ｒ主体的条件」の彩

成として ，独占の経済的 ・政治的支配に対抗しうる「数の力」を ，近代杜会の担い手と

しての形成と ，数の多数の中で結集の契機が成熟している存在としてとらえている（４０９

べ一ジ）。 同時に，この「数の多数」が，現実の杜会的力に転化する条件を ，組織化と科

学的な戦術指導の間題として把握される（４１３べ一ジ）。 現実の杜会的力に転化させる条

件の指摘は，労働運動の弁証法としては，極めて重要な論点である 。この論点を欠く場

合には，労働運動の発展が自然成長的なものと理解されてしまうからである
。
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　ところで，ｒ戸木田理論」の構成からくるものであるとしてすでに指摘したところで

あるが，労働運動の合法則的発展を解くことを課題とする以上，「国家独占資本主義の

民主的改革」との係わりで労働組合運動をとらえることが，労働運動の弁証法的過程と

しての把握のために必要となる 。第３章の中で ，労働組合運動と経済的民主主義の問題

が， 経済的民主主義におげる労働組合の役割として ，労働組合の目常闘争の「新しい意

味」（４２０べ一ジ）からと ，制度的諸要求闘争が民主的観制にとっ て果たす高い水準の役

割（４２１へ 一ソ） ，自由と民主主義の闘争が主体的条件を強める機能をもつということ（４２２

べ一ジ） ，国民的諸要求の課題を独自に取りあげる意義（４２７ぺ一ジ）という内容にわた っ

て明らかにされている。経済的民主主義におげる労働組合の役割を ，こうした内容でと

らえようとするのは，労働組合運動における階級的民主的潮流の彩成と拡大という目標

を明確に自覚するからであろう 。

　「戸木田理論」による労働運動の現局面に対する結論は，「労働組合運動にｒ困難た

情勢』を生みだしている現実の諸条件のなかにこそ ，労働組合運動の発展の条件が成熟

する」（４３４べ一ジ）という「基本的 ・原則的観点」の確認である 。ただし，この結論も ，

第３章自体が制約された記述であるということと ，それが対象とする現実的分析を残し

ているために，この部分に対する解明の希望がいくつかの書評の中に主張されることに

たるのは止むをえまい 。

　以上，戸木田氏の著作ｒ現代資本主義と労働者階級』を検討するなかで，ｒ戸木田理

論」の理論的枠組を確定してみようとしたわげである。この意図は，戸木田氏のこの著

作が，都厚であること ，各章の問に紙幅のバラツキや重復があ って ，なまなかたことで

は理論構成をとらえ難いということがあ って ，一度，大胆に整理して置くことが有用だ

と考えたからである。したが って ，この意図からい って ，戸木田氏が展開される個々の

理論や批判の論証に対する疑剛こついては，ｒ戸木田理論」の枠組の基本に係わると思

われるものを除いて ，ほとんど述べることをしなか った。また，「戸木田理論」として

枠づけた構成が，戸木田氏自身の真意に反する恐れがあるかも知れないが，いつの目か

戸木田氏自身，貧困化論を軸にした理論構成を整理される機会に，訂正して貰えぽよい

と， まことに勝手たことを考えている 。戸木田氏がこの著作で残された課題を ・他の著

作や論稿によっ て補足する作業は，今回はほとんど手つかずのままにしている。こうし

た怠慢も ，ｒ戸木田理論」の確定という意剛こ限定したことによるものという弁解を許

していただきたい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７６４）



　　　　　　　　　　　　　　　　共同研究室　　　　　　　　　　２０９

　最後に ，この研究会報告に当 って ，参照させていただいたかぎりのｒ書評」を以下に

掲げさせていただくことによっ て， 書評された諾氏への感謝の辞にかえさせていただく 。

　　旧沼　　肇（雑誌ｒ経済』，１９８２年５月号）

　　吉井　清文（雑誌ｒ労働運動』，１９８２年６月号）

　　柿本　国広（ｒ岐阜経済大学論集』１６巻３号，１９８２年６月刊）

　　高木　督夫（ｒ立命館経済学』３１巻２号，ユ９８２年６月刊）

〉本年度（１９８２年４月以降８３年３月迄）会員が本誌以外に発表した業績はつぎのごとくであ

　　る。ただし※印のついたものは昨年度の業績である
。

芦田　文夫

　「民主的改革から杜会主義へ」

　　ｒ講座　今日の日本資本主義』姑１０巻ｒ日本経済の民主的改革と杜会主義の展望』

　　所収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年９月

　「杜会主義の経済問題」

　　勤労者通信大学編『経済学教室』第２集　所収　　　　学習の友杜　　１９８２年１０月

ぴ藤　正直

　「地方銀行の現状と閉題点」

　「金融構遣 ・金融政策の変化と地方銀行」

　　ｒ巾問報告』（１）収所　　　　　　　　　　杜会文化研究セソター　　１９８２年１０月

　「昭和農業恐慌前後の勧銀 ・農工銀行論」

　「大正期 ・昭和戦前期の信用組合論」

　　加藤俊彦編『日本金融論の史的研究』所収　　　　　　東大出版会　　１９８３年３月

岩田　勝雄

　「国際的搾取 ・貨幣の相対的価他および労賃の国民的柵違」

　　＜人文科学研究所紀要＞筑３５サ　　　　立命館大学人文科学研究所　　１９８２年ｇ月

上野　俊樹

※「翻訳『資木の流通過挫』」（角出修一氏との共沢）

　　『マルクス ・ライブラリ』第３巻　所収　　　　　　　大月畜店　　１９８２年３月

　ｒ維済学とイデオ ロギー』　　　　　　　　　　　　　　　　有斐閣　　１９８２年５月

　「Ｔ ・Ｒ ・マルサス」（上 ・中 ・下）

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年７ ，８ ，９ルけ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７６５）
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　「大内力氏の『経済学大系』批判」（上 ・下）

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年１１月号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８３年１月号

　「イデオ ロギーと人格形成の危機」

　　＜文化評論＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８３年２月堵

小野　一郎

　「杜会主義への世界史的移行過程の展開と現段階の展望」

　　ｒ講座　今日の日本資本主義』第１０巻ｒ目本経済の民主的改革と杜会主義の展望』

　　所収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年９月

角田　修一

※「翻訳『資本の流通過程』」（上野俊樹氏との共訳）

　　『マルクス ・ライブラリ』第３巻　所収　　　　　　　　大月書店　　１９８２年３月

　「『資本論』案内一一マルクスによる剰余価値の発見とその意義一」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年５月号

　「マルクス経済学と生活様式」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８３年３月号

甲賀　光秀

　「民主的改革の必要性と内容」（共同執筆）

　　ｒ講座　今日の目本資本主義』第１０巻ｒ目本経済の民主的改革と杜会主義の展望』

　　所収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年９月

　「新自由主義思想の時代錯誤性と反動性」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年５月号

後藤　　靖

　「天皇制と自由民権」

　　『自由民権百年』所収　　　　　　　　　　　　　　　　三省堂　　１９８２年８月

　「戸坂潤の目本 ファシズム論について」

　　＜経済論集＞関西大学　第３２巻 ・第４号　　　　　　　　　　　　　　１９８２年１１月

　「目本帝国主義の支配構造をめぐっ て」

　　＜歴史学研究＞第５１２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８３年１月号

（７６６）
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塩田庄兵衛

　「書評『大河内一男集』全８巻」（労働旬報社版）

　　＜杜会政策学会年報＞第２６集　　　　　　　　　　　御茶の水書房　　１９８２年５月

　ｒ目本杜会運動史』　　　　　　　　　　　　　　　　　岩波書店　　１９８２年８月

　「メーデー事件裁判闘争史によせて」

　　ｒメーデー事件裁判闘争史』所収　　　　　　　　　　白石書房　　１９８２年１１月

　ｒ河上肇「貧乏物語」の世界』（編著）　　　　　　　　法律文化杜　　１９８３年１月

清水　貞俊

　山手治之監訳　 Ｐ． マティセソｒＥ　Ｃ法入門』　　　　　　　有斐閣　　１９８２年４月

　「Ｅ　Ｃ内におげる労働者の白由移動壬中心として」

　　＜人文科学研究所紀要＞第３５号　　　　立命館大学人文科学研究所　　１９８２年９月

関　彌三郎

※「統計利用者のための統計学と蜷川統計学一

　　＜統計学＞弗４２弓一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年３月号

□木旧嘉久

　「戦後日本資本主義の蓄積過程と搾取諸形態の展開」

　　ｒ講座　今口の日本資本主義』第７巻ｒ日本資本主義と労働者階級』所収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年４月

　「経済民主主義をめざす国民諸階層の陣地構築」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年５月号

　「今日の経済危機と深刻化の新しい段陪」

　　『現代の労働組合運動論講座』所収　　　　　　　　　学習の友杜　　１９８２年８月

　「日本の政党の労働組合論」

　　＜労働運動＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年９月号

　「経済危機下の目本の労働者状態」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年１１月号

　「元島邦夫著『大企業労働者の主休形成』を読む」

　＜杜会科学の方法＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年１１月号

　「寮本主義杜会と労働者階級」

　　＜勤通大月報＞　　　　　　　　　　　　　　　勤労者通信大学　　１９８２年１１月号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７６７）
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　「合理化と民主的観制」

　　＜学習の友 ・春闘別冊＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９８２年１２月号

　「雇用 ・失業問題の新たな局面」

　　『団体交渉のための賃金資料』１９８３年版　　　　　　　　　　　　　 １９８２年１２月

　シソポジウム「長期不況下の日木経済と労働者階級」

　　＜経済＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９８３年２月号

水田　勝博

　「体育 ・スポーツ 活動の外傷予防と救急処置」

　　＜人文科学研究所紀要＞別冊１号　　　立命館大学人文科学研究所　　１９８２年５月

三好　正巳

　「現代日本の賃金と賃金抑制機構」

　　ｒ講座　今日の目本資本主義』第７巻ｒ目木資本主義と労働者階級』所収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年４月

山田　　彌

　「民主的改革の諸政策と効果」（共同執筆）

　　ｒ講座　今目の目本資本主義』第１０巻ｒ目本経済の民主的改革と杜会主義の展望』

　　所収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大月書店　　１９８２年９月

（７６８）


